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指定認知症対応型共同生活介護及び 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業 

重 要 事 項 説 明 書 
 

指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの提供に

関する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業運営規程

第１３条に基づき，事業者が利用者に対し説明すべき事項は次のとおりです。 

１ 事業者 

事業者名  有限会社 ハーティー 

所 在 地  福岡県久留米市宮の陣町若松２３４８番地５ 

法人種別  有限会社 

代表者名  代表取締役  松尾 美雪 

電話番号  ０９４２－３１－１３８８ 

２ 利用施設 

施設名称  グループホーム らくらく 

所 在 地  福岡県久留米市宮の陣町若松２３４８番地５ 

施設長名  廣木 こずえ 

電話番号  ０９４２－３１－１３８８ 

FAX番号  ０９４２－３１－１３３０ 

３ 事業の目的及び運営方針 

指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業の中で，

介護保険の認定者であって認知の状態にある者について，共同生活住居において，家庭的な

環境のもとで、入浴・排泄・食事等の介護及びその他の日常生活上の世話等を行うことによ

り，利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようサービスを

提供します。 

４ 施設の概要 

(1)敷地・建物 

敷  地  面  積  ９５４㎡ 

 

建  物 

 

構  造   鉄骨造２階建て 

延べ面積   ４９９．５０㎡ 

利用定員   １８名 

(2)主な設備 

設備の種類 数 面      積 

食堂兼居間 ２室   ４９．６８㎡ 

浴   室 ２室   １階：４．１㎡，２階：４．１㎡ 

居   間 １８室   １２．４２㎡／室 
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５ 職員体制 

 利用者３人に対し 1人の人員を配置し（夜間帯を除く），その職員の交替制により 24時間体制 

でサービスを提供します。また，必要時においては人員を別に配置する等考慮し，安心して居住 

できるようにします。 

６ 職員の勤務体制 

 職員の勤務時間は，原則として次のとおりです。 

 ・早出：午前 ７時３０分～午後 ４時３０分 

 ・日勤：午前 ９時００分～午後 ６時００分 

 ・遅出：午前１１時００分～午後 ８時００分 

 ・夜勤：午後 ４時３０分～午前 ９時３０分 

７ 施設サービスの概要 

(1) 介護保険給付サービス 

種  類 内        容 

 

 

食事介助 

・利用者と職員による共同調理で，栄養と利用者の身体状況に配慮した 

 バランスのとれた食事を提供します。 

食事はできるだけ離床して，食堂で取って頂くよう配慮します。 

※食事時間：朝食 午前 ７時４５分～午前 ８時４５分 

      昼食 午後１２時００分～午後 １時００分 

      夕食 午後 ６時００分～午後 ７時００分 

排泄介助 ・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに，排泄の自 

 立についても適切な援助を行います。 

入浴介助 ・原則として，毎日入浴を行います。 

 

着替え，整容等介助 

・生活リズムを考え，毎朝夕着替えの介助を行うよう援助します。 

・個人としての尊厳に配慮し，適切な整容が行われるよう援助します。 

・シーツ交換は，週１回皆さんで行います。 

 

 

 

健康管理 

・当施設の職員により十分な配慮をいたしますが，必要な場合及び緊急 

 な場合は，主治医又は協力医療機関等に責任をもって引き継ぎます。 

※協力医療機関：・赤司内科（診療科目：内科） 

        ・亀尾医院（診療科目：内科） 

        ・田山ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ（診療科目：外科，内科） 

        ・しぶえ歯科（診療科目：歯科） 

 

相談及び援助 

・当施設は，利用者及び家族からのいかなる相談についても誠意をもっ  

 て応じ，可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

※相談窓口担当：管理者 広木こずえ，稗田恵美 

(2) 介護保険給付外サービス 

サービスの種類 内        容 

理髪・美容 ・近隣の理髪店.美容室の協力で利用者の希望でご利用いただけます。 

おむつの提供 ・利用者の希望に応じて提供します。 
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書類の申請公布代行 ・市，区役所での書類の申請等の手続きを代行いたします。 

食材の提供 ・食材費の負担に応じた新鮮で安価な食材を提供します。 

レクレーション行事 ・時期に応じた催しを企画します。 

８ 利用料 

 (1) 法定給付 

区   分 利     用     料 

法定代理受領の場合 介護報酬の告示に示された額 ※法定代理受領以外の場合も同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

備   考 

※入居から３０日間は，１日３０単位が初期加算として加算されます。また，３０日以

上入院され，退院された場合も同様に加算されます。 

※医療連携体制加算Ⅰ３として，１日３７単位が加算されます。 

 当事業所は看護師を１名以上確保するため外部の訪問看護事業所に委託し，日常の健

康管理や２４時間連携可能な体制及び医療機関との連携体制をとっています。 

※サービス体制強化加算Ⅲ：1 日６単位 

※若年性認知症利用者受入加算：1 日１２０単位(認知症と診断された６５歳未満の方) 

※入院時費用：月６日を限度として，１日２４６単位が加算されます。 

病院又は診療所に入院が生じた場合に，入院後３月以内に退院することが明らかに

見込まれる場合，円滑に再入居ができる体制を確保します。  

※看取り介護加算：利用者様の状況によって，看取り介護加算が生じます。（死亡日以

前３１日以上４５日以下：７２単位/日、死亡日以前４日以上３０日以下：１４４単

位/日，死亡日前２日又は３日６８０単位/日，死亡日１２８０単位/日）なお，退所

後に一部負担の請求を行うことがあります。 

※介護職処遇改善加算Ⅱ：２２.４％/月 

 (2)介護保険入居者負担金 

 要介護度区分 １割負担 ２割負担 ３割負担 

 

 

３１日の場合 

要支援２ ２３,２１９円 ４６,４３８円 ６９,６５７円 

要介護１ ２３,３４３円 ４６,６８６円 ７０,０２９円 

要介護２ ２４,４２８円 ４８,８５６円 ７３,２８４円 

要介護３ ２５,１７２円 ５０,３４４円 ７５,５１６円 

要介護４ ２５,６６８円 ５１,３３６円 ７７,００４円 

要介護５ ２６,１９５円 ５２,３９０円 ７８,５８５円 

 

 

３０日の場合 

要支援２ ２２,４７０円 ４４,９４０円 ６７,４１０円 

要介護１ ２２,５９０円 ４５,１８０円 ６７,７７０円 

要介護２ ２３,６４０円 ４７,２８０円 ７０,９２０円 

要介護３ ２４,３６０円 ４８,７２０円 ７３,０８０円 

要介護４ ２４,８４０円 ４９,６８０円 ７４,５２０円 

要介護５ ２５,３５０円 ５０,７００円 ７６,０５０円 
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 (3) 法定外給付 

区   分 利     用     料 

食 材 料 費 １日当たり １，２００円 

水 光 熱 費 １日当たり   ５００円 

部  屋  代 １日当たり １，２００円 

おむつの提供 実  費（１袋単位） 

理容・美容サービス 理容，美容室の利用料の実費 

備   考 胃瘻になられた方は，食材料費が栄養管理費に変更となります。 

 (4) 利用者の選定により提供するもの 

区   分 利     用     料 

特別な食事 要した費用の実費 

日常生活に要する費用で本人に負担い

ただくことが適当であるもの 

・レクレーション費用 

・クラブ活動費 

９ 苦情等申立先 

 

 

 

当施設ご利用相談室 

窓口担当者：１階 広木こずえ，２階 稗田恵美 

ご利用時間：毎日 午前８時３０分～午後５時００分 

ご利用方法：電話 ０９４２－３１－１３８８ 

      面談 １階事務室 

福岡国民健康保険団体連合会  ０９２－６４２－７８５９ 

久留米市介護保険課      ０９４２－３０－９２４７ 

      受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

福岡県介護保険課       ０９２－６４３－３３２１ 

10 協力医療機関 

医療機関の名称 亀尾医院 

院  長  名  亀尾紳一 

所  在  地  久留米市宮の陣町若松２３４８－８ 

電 話 番 号  ０９４２－３４－０２２６ 

診 療 科 目  内科 

契約の概要  利用者の病状の急変があった場合，診療を依頼 

医療機関の名称 田山メディカルクリニック 

院  長  名  田山光介 

所  在  地  久留米市津福本町６１ 

電 話 番 号  ０９４２－３４－００２１ 

診 療 科 目  内科，外科 

契約の概要  利用者の病状の急変があった場合，診療を依頼 

医療機関の名称 赤司内科医院 

院  長  名  赤司朋之 
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所  在  地  久留米市山川追分１－７－１２ 

電 話 番 号  ０９４２－４４－２０９５ 

診 療 科 目  内科 

契約の概要  利用者の病状の急変があった場合，診療を依頼 

11 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 しぶえ歯科医院 

院  長  名  渋江拓 

所  在  地  久留米市北野町今山５０９－１０ 

電 話 番 号  ０９４２－７８－２０１０ 

診 療 科 目  歯科 

契約の概要  利用者の医療及び診療が必要な場合 

12 非常災害時の対策 

13 施設利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者は，必ずその都度職員に申し出てください。来訪者の宿泊は，

原則，認めておりません。 面会時間：１０時～１９時 

外出・外泊 外泊・外出の際には，必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てくださ

い。 

嘱託医師以外の医療 

機関への診療 

希望に応じて手続き等のお手伝いを行いますので，職員に申し出てく

ださい。 

居室・設備・器具の 

利用 

施設内の居室や設備，器具は，本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合，賠償していただくこ

とがあります。 

迷惑行為等 騒音等，他の利用者の迷惑になる行為は，ご遠慮願います。また，む

やみに他の利用者の居室に立ち入らないようにしてください。 

所持品の管理 原則として各自で管理してください。貴重品等の持ち込みはご遠慮く

ださい。 

現金等の管理 必要なときに施設で立替えるか，ご家族と連絡を取り合います。でき

るだけお持ちにならないようお願いします。 

宗教活動・政治活動 施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は，ご遠慮くださ

い。 

動物の飼育 施設内でのペットの持込み及び飼育はお断りします。 

退去の届出 退去届は，１ヶ月前に届けてください。介護保険以外は，実費精算と

します。 

 

 

非常時の対応 
全職員及び法人グループ職員と連携の上，的確な対応を行い，定期的

に避難訓練等を実施し最善を尽くします。 
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14 個人情報の保護 

 当施設に提出された個人情報は，当施設でのサービス提供会議，医療関係，福祉関連，行政

等，銀行関係及び実習研修以外には，使用いたしません。また，当施設では，職員採用時に秘

密保持の誓約書の提出を義務づけています。 

以 上 

 

私は，この重要事項説明書の内容について当施設職員（職員氏名          ）から 

説明を受け，内容を確認しました。              令和  年  月  日 

代行者の場合：代行理由（                         ） 

住  所  

氏  名                   続柄(代行者の場合) ㊞ 

電話番号 （    ）   ― FAX番号 （    ）   ― 

 


